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２．「月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）」特記仕様書 

 
１  月２回土日完全週休２日制工事（以下「週休２日」という。）とは、工事開始日から工 

事完成報告書の提出日までを対象期間※１として、現場閉所日※２を 原則、すべての日 
曜日と「第２、４週」、「第１、３週」などあらかじめ決めた 月２回の土曜日（以下、「指
定土日」という。）に行うものをいう。  

 
※１  対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く 

・準備期間  
・後片付け期間 

 ・夏季休暇（３日間） 
 ・年末年始休暇（６日間） 
 ・工場製作のみの期間  
・工事事故等による不稼働期間  
・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間  
・その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間  
 
なお、月単位の週休２日の場合において、暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれ 

ない月は対象期間から除く。（別紙２の②） 
 
 ※２ 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務 

所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。  
ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により 

指定土日を別の日への振替可能とする。  
なお、分離発注工事の場合は、各発注工事単位で現場事務所での作業を含めて１日 

を通して現場作業が無い状態（現場休息）をもって、現場閉所の判断を行うものとす 
る。  
 

２  月単位の週休２日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が 
４週８休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5％以上）であることを 
いう。  

なお、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも４週８休（各月の現場閉所日数 /各月の 
対象期間日数＝28.5％）に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現 
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場閉所を行っている場合に、４週８休以上（各月の現場閉所 日数/各月の対象期間日数
＝28.5％以上）を達成しているものとみなす。（別紙２の①） 

 
 ３ 通期の週休２日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が４週８休以上（現場閉 

所日数/対象期間日数＝28.5％以上）であることをいう。 
 

４  受注者は、契約後１０日以内に土曜日を閉所する週を様式１にて監督員へ報告する
こと。また、あらかじめ決めた土曜日を閉所する週を変更する場合は、事前に監督員に
報告すること。  

 
５ 一つの工事現場において分離発注工事がある場合、受注者は他の受注者の週休２日

の取組みに支障が生じないよう各工事間の調整を適切に行うこと。  
 
６ 受注者は、月１回、工事現場の閉所状況を監督員に報告すること。  
 
７ 当初積算における週休２日に関する経費は、月単位の週休２日の現場閉所を前提と

した補正係数（別紙１の(1)①）を乗じた労務費（予定価格のもととなる工事費の積算
に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を計上す
るものとする。  

 
８ 工事の精算にあたり、月単位の週休２日は達成できなかったものの、通期の週休２日

を達成した場合は、補正係数（別紙１の(1)②）に減額変更するものとする。 
 また、月単位の週休２日及び通期の週休２日を達成できなかったものについては、補

正係数を除き減額変更するものとする。 
 
 ９ 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、

荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。 
 なお、緊急対応などやむを得ない理由がある場合において指定土日を振替えた場合、

月単位の週休２日の算定においては実際の現場閉所日でもって現場閉所日数を算定す
ること。（別紙２の③） 

 
 【同じ月への振り替え（Ｄ月⇒Ｄ月）】 

 ・その月（Ｄ月）の現場閉所日としてみなす。 
 【他の月への振り替え（Ｄ月⇒Ｅ月）】 
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 ・その月（Ｄ月）の現場閉所日ではなくＥ月の現場閉所日として算定。 
（Ｄ月の４週８休以上の率算出時に注意すること） 

 
１０ 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※３が配付する「週休二日制取組宣言」

を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。  
【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課  
【掲示の例・サイズ】Ａ３横サイズ(297×420ｍｍ) 
  

    
【入手方法】  

・ＨＰからダウンロードする場合 
  【三重県ダウンロードページ】 

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm 
  【三重労働局ダウンロードページ】 

https://jsite.mhlw.go.jp/mie- 
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinnsei_00001.html 

 ・直接受け取る場合 
 【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課 

 ・郵送で受け取る場合  
厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）  

※３ 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和６年（２０２
４年）４月１日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主
的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県
建設業協会等で構成する組織。 

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-
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 別紙１ 
 

積算方法等の運用（公共建築工事積算基準適用の場合） 

 
 「試行要領」により工事費の積算に用いる単価の補正方法等は、以下による。 
 
（１） 複合単価  

複合単価の労務単価は、公共工事等設計単価表（三重県）の労務単価に以下の補 
正係数を乗じて補正する。 
  
【月単位の週休２日（４週８休以上）】 
 ①労務費 ：１．０４  
 
【通期の週休２日（４週８休以上）】 
 ②労務費 ：１．０２ 

 
 なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。  
 

（２） 市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格 
市場単価と補正市場単価は、（１）の補正係数から算出した以下の表Ａ−２、表 
Ｅ−２及び表Ｍ−２の補正率を用いた以下の式により補正する。 
 
 【新営工事の場合】 

 市場単価及び補正市場単価 × 新営補正率 
 

 【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】 
 市場単価及び補正市場単価 × 新営補正率 

 
 【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】 

 市場単価及び補正市場単価 × 改修補正率 
 
 （参考） 「基準単価」及び「基準補正単価」とは、公共建築工事積算基準等資料第４編

第１章８（３）による。 
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執務並行改修の場合の基準補正単価は、公共建築工事積算基準等資料第４編第
１章８（３）ロ．基準補正単価の表Ａ−１、表Ｅ−１及び表Ｍ−１の「市場単価及
び補正市場単価改修補正率」によらず、（１）の補正係数を用いて算出した以下の
表Ａ−２、表Ｅ−２及び表Ｍ−２の改修補正率を用いた上記の式により基準単価
（または補正市場単価）を補正して算定すること。 

 
 物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を

以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。 
 
 【新営工事、全館無人改修の場合】  

物価資料の掲載価格 × 新営補正率 
 

 【執務並行改修の場合】 
 物価資料の掲載価格 × 改修補正率 
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 様式第１号 
 

月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） 
 

月２回土日完全週休２日の指定について 

 
 以下のいずれかを■にしてください。 
 月２回、土曜日に現場閉所する週を 

 □「第１、３週」  
□「第２、４週」 

 □「第   、   週」とします。 
 

 令和   年   月   日 
 

工事名                                    
  
 
会社名                                    

 
 

 現場代理人                                    
 
 
※月単位の週休２日及び通期の週休２日を達成できなかったものについては、補正係数を

除き減額変更するものとする。 
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